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2008年6月 ア メ リカ合 衆 国 連 邦 最 高 裁 判 所 は,銃 規 制 を め ぐ り注 目 され

たDistrictofColumbiav.Heller裁 判 の 判 決 を 下 した(2)。この 判 決 は,最

高 裁 が70年 ぶ りに合 衆 国 憲 法 の 第2修 正 を 解 釈 した もの とな った 。

Heller裁 判 は,Parkerv.DistrictofColumbia(3)裁 判 を 引 き 継 い で お

り,ワ シ ン トンD.C.(コ ロ ン ビア特 別 区)の 銃 規 制 法 の 条 項 が 違 憲 で あ る

こ と と第2修 正 が 銃 を 保 有 し携 帯 す る こ と は集 団 的 な 権 利 と して で はな く

個 人 の 権 利 と して 保 障 され て い る とす る下 級 審(連 邦 裁 判 所 の ワ シ ン トン

D.C.上 訴 裁 判 所)Parker判 決 を,最 高裁 が全 面 的 に支 持 した もの で あ る。

その こ と か らこ の判 例 研 究 で は,下 級 連 邦 裁 判 所 のParker判 決 を ま と

めて か ら最 高 裁 のHeller判 決 を 取 り扱 う もの とす る。

Parkerv.DistrictofColumbia

以 前 のParker判 例 研 究(4>で 述 べ た よ う に,最 高 裁 のHeller事 件 は6人

の ワ シ ン トンD.C.の 住 民 が 当 該 区 域 で の厳 しい 銃 規 制 が 違 憲 で あ る と主

(1)近 畿 大 学 法 学 部 准 教 授 。 この 判 例 研 究 の執 筆 に あ た り私 の 日本 語 を 見 て 下

さ った 堀 川 貴 久 子 先 生 に この 場 を 借 りて お 礼 申 し上 げ ます 。

(2)DistrictofColumbiav.Heller,554U.S.,128S.Ct.2783(2008).

(3)Parkerv.DistrictofColumbia,375US.App.D.C.140,478E3d

370(2007).

(4)「 近 畿 法 」 第 五 十 五 巻 第 四 号(2008.3発 行)
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張 して 訴 訟 を 提 訴 した もの で あ る。6人 は,自 宅 内で 自 己防 衛 の た め に使

用 で き る銃 を 保 有 す る権 利 が 憲 法 の 第2修 正 に よ って 保 障 され て い る と主

張 した。 ワ シ ン トンD.C.の 規 則 は一 般 的 に拳 銃(pistols)の 登 録 を 禁 止

し,銃 の免 許 証 を 携 帯 せ ず に拳 銃 を携 行 す る こ と を禁 止 して い た(5)。さ ら

に武 器(firearm)を 合 法 的 に所 有 す るた め に は,そ の 武 器 が 解 体 され た

状 態 に して お くか あ る い は引 き金 を 鍵 で 固 定 して おか な けれ ばな らな い と

した(6>。

Parker原 告 の6人 の 内4人 は,自 己 防衛 の 目 的 で拳 銃 を 保 有 す る予 定

を述 べ,も う一一人 は 自衛 の た め にす で に登 録 して い る散 弾 銃 を 解 体 した状

態 で はな く引 き金 も固 定 され て いな い形 で 自宅 で 保 持 した い と述 べ た。 最

後 の原 告DickHellerは 連 邦 裁 判 所 の 警 備 員 と して合 法 的 に 勤務 中 に拳 銃

を所 持 して い たが,自 宅 で も拳 銃 を 保 持 した い と述 べ た 。Hellerは 他 の 原

告 と は こ とな り拳 銃 の 自宅 で の 所 持 を 申請 したが,拳 銃 の 登 録 を 禁 止 す る

ワ シ ン トンD.C.Code§7-2502(a)(4)に よ っ て 拒 否 さ れ た(他 の5人 は 未

申請 で あ る)。

Parker原 告 側 は 自宅 で 銃(散 弾 銃 ・拳 銃)を 保 有 す る権 利 が 憲 法 の 第

2修 正 に よ って 保 障 され て い る と主 張 した が,第1審 の 裁 判 で 却 下 され

た。 第1審 の 裁 判 官 は,憲 法 の 第2修 正 は"militia"(民 兵 あ る い は州 兵)

の 一 員 と して 武 器 を 保 有 す る権 利 しか 保 障 した もの で はな い と述 べ た。 し

か も,"militia"と い う語 は,州 兵 制 度 の よ う な規 律 を 有 す る軍 事 的 な 団

体 を示 す と判 断 した。

原 告 側 は この 第1審 の判 決 を不 服 と し,連 邦 上 訴 裁 判 所(ワ シ ン トン

D.C.巡 回 区)に 上 訴 した。

まず 連 邦 裁 判 所 は,上 訴 の 実 質 的 な 内容 審 査 に入 る前 に6人 の 原 告 が 訴

(5)D.C.Code§7-2502.02(a)(4),§22-4504.

(6)D.C.Code§7-2502.02.
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訟 を起 こす 権 利 を有 す る か ど う か検 討 した。 そ の 原 告 適 格 の 判 断 に よ っ

て,6人 の 原 告 の 中 でParker代 表 を は じめ5人 の原 告 は銃 を保 持 す るた

め何 も具 体 的 な 活 動 を しな か っ たの で 訴 え の 利 益(standing)が 認 め られ

な か っ た。 しか し,Heller原 告 は前 述 した よ う に拳 銃 を 保 有 す るた めの 申

請 そ の も の を 拒 否 さ れ た こ と に よ り訴 訟 を起 こす 訴 え の 利 益 が 認 め られ

て,上 訴 裁 判 所 は実 質 的 問題 ま で進 む こ とに した。(な おHeller原 告 の 訴

え しか 残 らな か っ たの で 最 高 裁 判 所 へ の 上 訴 で は本 件 は判 例 集 に掲 載 され

て い るDistrictofColumbiav.Parkerで は な く,DistrictofColumbia

v.Hellerに 名 称 が変 更 され た。)

Parker上 訴 裁 判 所 はHeller原 告 の訴 訟 を起 こす 権 利 を 確 認 して か ら,

合 衆 国 憲 法 第2修 正 の 解 釈 につ いて 検 討 した。

"A
wellregulatedMilitia,beingnecessarytothesecurityofa

freeState,therightofthepeopletokeepandbearArmsshallnot

beinfringed."(7)

「規 律 あ る 民 兵 は,自 由 な 国 家 の 安 全 に と っ て 必 要 で あ る か ら,人 民

が 武 器 を 保 有 し ま た 携 帯 す る権 利 は,こ れ を 侵 して は な ら ら な い 」(8)

Parker上 訴裁判所は最初にこの第2修 正の文言を前半部と後半部 に分

け,ど ちらの部分を強調するかによって解釈が随分異なると指摘 した。前

半部を強調する学者及び法律家は,第2修 正は州の民兵制度を連邦政府の

妨害か ら守るためのもので,"beararms"と いう単語は 「武装」のような

軍事的な意味を持つのであると主張 している。従って,こ の解釈を主張す

る支持者は,第2修 正は民兵及び州兵制度に属する一員として集団的な権

(7)U.S.CoNsT.amend.ll.

(8)在 日 ア メ リカ 大 使 館 提 供 合 衆 国 憲 法 の 日本 語 訳 よ り。
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利 しか 保 障 しな い と した。

一 方
,第2修 正 の 後 半 部 を 強 調 す る学 者 及 び法 律 家 は州 の 民 兵 制 度 を 保

護 す る こ とだ けで はな く,第1修 正 が 保 障 す る表 現 の 自 由や 第4修 正 が 保

障 す る住 民 に対 す る不 合 理 な捜 索 かつ 押 収 に対 して の保 護 と同様 に,"the

people"「 人 民 」 の権 利 で あ る と主 張 した(9)。

最 終 的 に,Parker上 訴 裁 判 所 は憲 法 第2修 正 が個 人 の 銃 を保 有 し携 行

す る権 利 を 保 障 して い る と判 断 した。 第2修 正 の 条 文 や 第2修 正 の 権 利 章

典 の 中 に設 定 され た位 置 や 第2修 正 が 書 か れ た時 代 の 歴 史 的 な 背 景 が,こ

の 解 釈(個 人 権 利)を 支 持 したの で あ る。

上 訴 裁 判 所 は 第2修 正 の文 言 を 細 か く分 析 して,"thepeople"「 人 民 」

と い う単 語 が 第2修 正 の 一番 重 要 な 語 彙 で あ る と述 べ た。 さ らに,も し州

兵 制 度 を 保 障 す る 目的 の た め にの み この 条 文 を 提 出 したの で あれ ば,第1

国 会 の 優 秀 な 法 律 家 や 政 治 家 達 は も っ と直 接 か つ 明 確 な 表 現 を 選 ん だ に違

い な い と主 張 した 。 第1国 会 が意 図 的 に こ の単 語("thepeople")を 使 用

して い る と前 提 した上 で,"thepeople"と い う表 現 は権 利 章 典 の 中で 必 ず

個 人 の 権 利 に関 して 使 わ れ て い る と論 じた。 その 例 と して,第1修 正,第

4修 正,第9修 正,第10修 正 を 挙 げ た。 これ ら条 項 は,連 邦 政 府 の 権 利 侵

害 か ら個 人 の 権 利 を 保 障 す る と解 釈 す る よ りほか にな い もの で あ る。 しか

も,"thepeople"と い う表 現 は憲 法 や 権 利 章 典 の 中で 共 通 の 意 味 を も って

お り,"states"「 州 」 とは っき り分 け られ て い る こ とを 指摘 した の で あ る。

第2修 正 の"thepeople"と い う表現 を 検 討 す る上 で,"thepeople"の

武 器 を保 有 及 び携 行 す る権 利 は合 衆 国(連 邦 政 府 の)成 立 以 前 か ら存 在 し

た と論 じた。 こ の主 張 の裏 づ け と してParker上 訴 裁 判 所 は,17世 紀 イ ギ

リス の 歴 史 に遡 って 武 器 を 保 有 す る権 利 の源 を 探 っ た。Blackstoneら 歴

(9)U.S.CoNsT.amend.1,IV.
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史 上 著 名 な 法 学 者 に よ って も,自 己防 衛 や 生 活 に必 要 な 狩 猟 を す るた めだ

けで な く暴 動 や 専 制 を 妨 ぐ事 を 目的 と して も武 器 を 保 有 す る権 利 が あ る と

述 べ られ て い る と指 摘 した。

ワ シ ン トンD.C.は"thepeople"と い う表 現 に対 して 「構 成 され た 民兵 」

の よ うな狭 い 解 釈 を主 張 した が,Parker上 訴 裁 判 所 は これ を否 定 した 。

最 高 裁 の 前 例 を 引 用 しな が ら"thepeople"の 意 味 を解 釈 し,当 時 の"the

people"と い う表 現 は現 在 ほ ど広 い意 味 を 持 って いな いが ワ シ ン トンD.C.

が 主 張 した定 義 よ りは広 い意 味 が あ り,全 国 の"nationalcommunity"に

属 す る人 た ちを 表 す と述 べ た。

Parker上 訴 裁 判 所 は 次 に"keepandbeararms"「 武 器 を 保 有 及 び携 行

す る」 の表 現 に つ い て 注 目 した。 この 表 現 に関 して ワ シ ン トンD.C.は そ

の"beararms"の 部 分 は 軍 事 的 な解 釈 を す るべ きで あ る と断言 した 。 し

か し,上 訴 裁 判 所 は"thepeople"と 同 じよ う に よ り広 い解 釈 を した 。

"B
eararms"と い う表 現 は軍 事 的 な解 釈 も有 り う る と認 め な が ら も,18世

紀 後 半 や19世 紀 前 半 当時 の 資 料 を 概 観 した上 で,個 人 の 自己 防 衛 や 生 活 に

必 要 な 狩 猟 に対 す る使 用 例 も あ っ た と説 明 した。

さ らに,ワ シ ン トンD.C.が"beararms"「 携 行 」 の意 味 に注 目 した も

の の,そ れ と と も に使 わ れ て い る表 現"keep"「 保 有 」 の 単 語 に つ い て ほ

とん ど無 視 して い る と,Parker上 訴 裁 判 所 は指 摘 した。 ワ シ ン トンD.C.

の 主 張 に よれ ば,"keepandbeararms"と い う表 現 は分 解 させ る こ とが で

きな い もの で あ り,"keep"と い う語 自体 は何 も意 味 を 持 って いな い,あ る

い は仮 に意 味 が あ る とす れ ば,そ の"keep"は 上 述 した 軍 事 的 な 解 釈 を 表

して い る と と もに"keepup"(続 け る ・支 持)と して 読 む べ き で,「 州 兵

制 度 を 支 持 す る」 の よ うな 意 味 を 持 つ と い う もの で あ った 。

それ に対 してParker上 訴 裁 判 所 は ワ シ ン トンD.C.が 提 案 した"keep"

の 解 釈 の 仕 方 の 両 方 を 否 定 した。 判 決 文 の 中で 後 者 は英 語 の 使 い方 や シ ン
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タ ック スや 常 識 に反 して い る と強 く批 判 した。 この"keep"の 単 語 は非 常

に重 要 で,"keep"の 解 釈 の 仕 方 に よ って は集 団 権 利 論 に対 して 致 命 的 な 打

撃 を与 え る と判 断 した。"Beararms"の 部 分 を 独 立 させ て 読 め ば軍 事 的 な

解 釈 は無 理 で はな いが,"thepeople"と"keep"と が と も に明 らか に個 人

的 な 意 味 を持 って い るの で,"beararms"の 語 が 持 つ 曖 昧 な 部 分 は個 人 に

対 す る概 念 で あ る こ と は明 確 だ と論 じた。

次 に,Parker上 訴 裁 判 所 は"awellregulatedmilitia"「 規 律 あ る民 兵 」

の 表 現 を取 り扱 っ た。 前 述 した よ う に,当 事 者 双 方 と も に,第2修 正 の 前

半 部 は 民 兵 制 度 を保 障 す る こ とが そ の 条 項 の ひ とつ の 目 的 で あ る と認 め

た。 しか し,そ れ は専 属 的 な 目的 で あ る の か と い う点 や,"militia"「 民 兵 」

の 定 義 の 解 釈 に つ い て は 対 立 した 。Parker上 訴 裁 判 所 は,ワ シ ン トン

D.C.が 主 張 し下 級 の第 一一審 裁 判 所 も支 持 した,"militia"と い う単 語 は軍

事 的 な 単 位 に しか 適 用 しな い と い う判 断 を 覆 した。

下 級 裁 判 所 の 出 した"militia"の 定 義 を 覆 す 際,Parker上 訴 裁 判 所 は

当時 の 立 法 や 最 高 裁 の 先 例 を 検 討 した。

そ こ で 本 判 例 研 究 で は,上 訴 裁 判 所 が 解 釈 の根 拠 と したMiller判 決 を

こ こで 紹 介 す る⑩。

UnitedStatesv.Miller

最 高 裁 に よ る第2修 正 に 関 す る最 新 の判 決 は,1939年 のUnitedStates

v.Miller判 決 で あ った。

Miller事 件 は,登 録 書 の な い銃 身18イ ン チ以 下 に切 り落 と した散 弾 銃 を

州 境 を 超 え て 運 送 した2人 の男 がNationalFirearmsActof1934(1934

ωUnitedStatesv.Miller,307U.S.174,59S.Ct.816(1939).
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年全米火器法)違 反で逮捕されたことから始まった。Miller事 件の第一審

(連邦地方裁判所)で は,こ の火器法が第2修 正に違反すると判断 し,被

告人が勝訴 した。 しか し,政 府側がこれを不服として連邦最高裁へ上訴 し

た。

最高裁は下級裁判所の判決を覆 して,次 のように述べた:

「銃 身18イ ン チ以 下 の シ ョ ッ トガ ンの 所 持 ま た は 使 用 が,よ く規 律

され た ミ リシ ア維 持 あ る い は効 率 に何 らか の 正 当 な 関 係 が 健 在 あ る こ

とを,被 告 が 証 拠 を も って 示 さな い限 り,修 正2条 が そ の よ うな 銃 器

が 通 常 の 兵 器 の 一一部 で あ るか,ま た その 使 用 が 共 同の 防 衛 に寄 与 す る

か 否 か は,裁 判 所 の 知 る と こ ろで はな い。」(ll)

Miller事 件 の被 告 人 も弁 護 士 も最 高 裁 で の 口頭 弁 論 に 出席 しな か った

の で,こ の 結 果 は当 然 で あ ろ う。 しか し,Parker上 訴 裁 判 所 は,Miller判

決 が 個 人 権 を 保 障 す るか しな いか につ いて の 問 題 を 直 接 取 り扱 わ な か った

が,上 記 に 引 用 した 基 準 は 黙 示 的 に個 人 権 利 の 解 釈 を 支 え て い る と論 じ

た。

Parker上 訴 裁 判 所 は,最 高 裁 のMiller判 決 と 当 時 の 制 定 法 と が

"
militia"を 幅 広 く定 義 して い る と述 べ た 。Miller判 決 を 引用 しな が ら,民

兵 と は,常 備 軍 の 設 置 を 必 要 とせ ず 非 常 の 時 に 自身 で 備 え た 武 器 を 携 行 し

て 招 集 され る もの だ と した。

さ らに 当時 のMilitiaActof1792(1792年 の 民 兵 法)に つ いて 挙 げ,こ

の 幅 広 いmilitia解 釈 に一一致 す る と述 べ た 。 そ の 法 律 で は(小 さな免 除 を

の ぞ き)18歳 か ら45歳 の す べ て の 白人 男 性 は民 兵 に登 録 す る義 務 が あ り,

登 録 され て い る民 兵 は6ケ 月 以 内 に 自分 の マ スケ ッ ト銃 と弾 薬 を 用 意 す る

(ll)鈴 木 康 彦[著]「 ア メ リカ にお け る銃 保 持 ・携 帯 権 限 」55,56.
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義 務 が あ る と定 め られ て い る と指 摘 した。 この 概 念 は,当 時 の 政 治 家 達 が

不 信 を も って い た常 備 軍 よ り,武 器 を 持 つ 市 民 の ほ うが 連 邦 政 府 に対 して

抑 制 の 役 割 を 果 たす と考 え られ て い た こ と に起 因 して い た。Millerの 解

釈 上,民 兵 制 度 が 招 集 時 に個 人 が 持 参 す る武 器(銃)に 頼 って 存 在 して い

るの で あれ ば,「 武 器 」 の個 人 使 用 と民 兵 使 用 とを 区別 す る こ とは"anex-

tremelysillyexercise"(無 駄 な 区別)で あ り,武 器 の 個 人 使 用 が 禁 止 され

れ ば民 兵 制 度 に対 して 壊 滅 的 な 影 響 を 与 え るの で,第2修 正 を 起 草 した第

1国 会 は その よ うな 非 現 実 的 な 区 別 は意 図 しな か っ たで あ ろ う と論 じた。

ワ シ ン トンD.C.は 仮 に第2修 正 が 個 人 が武 器 を 所 有 す る権 利 を保 障 し

た もの で あ った と して も現 代 の 拳 銃 に 対 して は 適 用 され な い と主 張 し た

が,こ れ に 対 し てParker上 訴 裁 判 所 はMiller判 決 の"ofthekindin

commonuseatthetime"(当 時 の通 常 の 武 器)の 表 現 を 強 調 した。 前 述

したMilitiaActof1792を 引用 しな が ら,同 法 の ま た別 の 規 定 の 上 で 騎 兵

の 将 校 民 兵 は拳 銃 を 自身 で 装 備 す る義 務 が あ る と い う こ とを 指 摘 して,当

時 の 拳 銃 がMiller判 決 の基 準 に合 致 す る証 拠 と して提 示 した。

さ らにParker上 訴 裁 判 所 は,ワ シ ン トンD.C.の 第2修 正 は植 民 地 時

代 の 武 器 に しか 適 用 し得 な い と い う主 張 に対 して,第1修 正 の 表 現 の 自 由

が 技 術 の 進 歩 と と も に拡 大 して 適 用 され て い っ た よ う に第2修 正 は進 化 し

た拳 銃 に も適 用 し う る と論 じた 。 しか し,同 じParker上 訴 裁 判 所 は表 現

の 自 由 と 同様 に,合 理 的 な 制 限(免 許 な しの 隠 し携 行 や 重 犯 罪 者 の 有 罪 判

決 者 に よ る所 有 の 禁 止 な ど)は 違 憲 で はな いで あ ろ う と述 べ た。

DistrictofColumbiav.Heller

Parker上 訴 裁 判 所 は 上 記 の 第2修 正 の 解 釈 とMiller基 準 を 検 討 の 上,

本 件 のHellerに よ る登 録 の 申請 を 拒 否 した こ と,自 宅 に お け る銃 の 所 持
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を 禁 止 す る こ と,登 録 され て い る武 器 の 解 体 及 び引 き金 が 固 定 され た 形 で

の 所 有 を 義 務 付 け る と い う三 つ の 規 制 を 取 り扱 った 。

Parker上 訴 裁 判 所 は,拳 銃 は 第2修 正 上 の 「武 器 」 で あ り,ワ シ ン ト

ンD.C.に は拳 銃 に対 す る制 限 は可 能 で あ って も完 全 に禁 止 す る権 限 はな

い と判 断 した 。 上 訴 人Hellerは 自宅 以 外 で拳 銃 を 携 行 す る権 利 を主 張 し

て い な か った の で そ の 問題 は取 り扱 わ な か った が,ワ シ ン トンD.C.が 銃

の 所 有 を 完 全 に禁 止 す る こ とが で きな いの と 同様 に,自 己 防 衛 の 権 利 の 妨

げ にな る こ とか ら,た とえ 免 許 が な くて も家 の 中で 銃 を 部 屋 か ら部 屋 へ 移

動 させ る こ とを 禁 止 す る こ と もで きな い と判 断 した。 また 同様 に,登 録 さ

れ て い る武 器 を 解 体 及 び引 き金 が 固 定 され た形 で 保 持 す る義 務 も 自己 防 衛

の 権 利 を 妨 げ,機 能 しな い状 態 で 武 器 を 保 持 す る よ う強 制 す る こ と も完 全

に武 器 を禁 止 す る こ とに 相違 が な い とParker上 訴 裁 判 所 は 判 断 し,ワ シ

ン トンD.C.の 規 制 は三 つ と も違 憲 と した。

こ のParker上 訴 裁 判 所 の 判 決 は連 邦 最 高 裁 判 所 へ上 訴 され た。 連 邦 最

高 裁 で は家 の 中で 拳 銃 を 機 能 す る状 態 で 保 有 す る こ とを 禁 止 す る規 則 が 連

邦 憲 法 第2修 正 に反 す るか ど うか を 問 題 の 焦 点 と した 。

最 高 裁 判 所 はScaliaが 書 い た 意 見 書 に も とづ き5-4(12)でParker判 決

を 全 面 的 に 支 持 し,ワ シ ン トンD.C.の 規 制 は 自己 防 衛 の 権 利 を妨 げ るの

で 違 憲 で あ る と判 断 した。Parker上 訴 裁 判 所 の判 決 の 理 論 に沿 って,最

高 裁 は この 判 決 の 理 由付 け と して 次 の 根 拠 を 挙 げた 。

まず,多 数 意 見 を書 い たScalia最 高 裁 判 官 は 第2修 正 の 条 文 を前 半 部

(prefatoryclause)と 後 半 部(operativeclause)に 分 け,Parker上 訴 裁

⑰Scalia多 数 意 見:Roberts主 席 裁 判 官,Scalia裁 判 官,Kennedy裁 判 官,

Thomas裁 判 官,Alito裁 判 官。

Stevens反 対 意 見 及 びBreyer反 対 意 見:Stevens裁 判 官,Breyer裁 判

官,Souter裁 判 官,Ginsburg裁 判 官 。
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判 所 と 同様 に,後 半 部 の 重 要 性 を 強 調 した。 この 前 半 部 と後 半 部 との 分 析

は以 下 に取 り扱 うが,Scalia裁 判 官 は後 半 部(operativeclause)が 個 人 の

武 器 を所 有 及 び携 行 す る権 利 を 保 障 す る と述 べ た。

次 に第2修 正 の 前 半 部(prefatoryclause)は 第2修 正 の ひ とつ の 目的

を述 べ て お り,重 要 な 後 半 部 と完 全 に合 致 して い る こ と,こ の 前 半 部 と後

半 部 につ いて の 解 釈 は歴 史 的 な 文 献 や 当時 の 州 憲 法 や 第2修 正 の 草 案 や19

世 紀 の 判 決 と学 者 論 文 に支 持 され た こ と,こ の 解 釈 は最 高 裁 の 前 例 に反 し

な い こ と,根 拠 は以 上 の 四 つ の 理 由 に分 け る こ とが で き る と した。

Scaliaは 後 半 部(operativeclause)を 先 に検 討 し,こ の 条 文 の 最 初 の 重

要 な 点 は,こ の 条 文 が 人 民 の 権 利 を 明 文 化 した こ とで あ る と述 べ た。 上 訴

裁 判 所 と 同 様 に 合 衆 国 憲 法 の 第1修 正,第4修 正,第9修 正 で も"the

rightofthepeople"の 表 現 は 明 らか に個 人 的 な意 味 を も って お り,集 団 を

通 して 行 使 す る権 利 で は な い と強 調 した 。 また"themilitia"と い う表 現

を対 比 させ,最 高 裁 のVerdugo-Urquidezの 先 例 に よ って,"thepeople"

と い う表 現 は特 別 専 門 用 語 と して 使 わ れ,権 利 章 典 の 第1修 正,第2修 正,

第4修 正 の 個 人 権 利 は全 て の人 民("thepeople")を 保 護 す る もの で あ

る とScaliaは 述 べ た(13)。それ 故,入 軍 が あ る程 度 制 限 され て い る"militia"

を第2修 正 の 保 護 の 対 象 と して 解 釈 す るの は誤 りで あ る と した。

Scaliaは 次 に"keepandbeararms"の 表 現 を検 討 した。

まず,数 冊 の18世 紀 の辞 書 か ら引 用 し,"arms"「 武 器 」 と い う表 現 は現

在 も過 去 も同 じ意 味 を も って お り,軍 事 的 な意 味 に制 限 さ れ な い と述 べ

た。 そ してParker判 決 と同 じよ う に,第2修 正 が18世 紀 の武 器 に対 して

しか 適 用 しな い と い う主 張 を 強 く批 判 した。 第1修 正 の 「自 由」 が 現 代 の

通 信 手 段 と,第4修 正 の 「不 当な 捜 索 」 が 現 代 の 捜 索 方 法 に適 用 す る よ う

(13>UnitedStatesv.Verdugo-Urquidez,494U.S.259,110S.Ct.1056

(1990).
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に,第2修 正 の 「武 器 」 も現 代 の 携 帯 で き る武 器 に適 用 す る と した 。

Scaliaは,第2修 正 の"keeparms"の 一 番 自然 な意 味 は"haveweapons"

「武 器 を もつ」で あ る と説 明 した。 こ こ で も,当 時 の 辞 書 と他 の 参 照 文 献 を

引 用 し,"keeparms"と い う表 現 は軍 事 的 あ る い は民 兵 専 属 的 な 意 味 はな

く,一 般 的 な 意 味 と して 使 って い る と判 断 した。

同様 に"bear"は 今 の よ う に"tocarry"「 運 ぶ ・携 行 す る」 を 意 味 す

る。 ただ し,"bear"と"arms"を 一緒 に使 う と,「 使 用 目的 で 使 うた め に

武 器 を 携 行 す る」 と い う 意 味 に な る とScaliaは 述 べ た。 当 時 の"bear

arms"は 反 対 意 見 が 主 張 す る よ う に"towagewar,serveasasoldier,

fight"「 戦 争 す る ・兵 士 と して戦 う ・闘 争 す る」 の 意 味 を 持 つ とScaliaは

認 め たが,軍 事 的 な 表 現 に制 限 され て は いな か っ た と説 明 した 。

ま た18世 紀 と19世 紀 の9つ の 州 憲 法 を 取 り上 げて,個 人 の 自己 防 衛 の 権

利 を 保 障 す る表 現 と して,同 じ"beararms"を 使 用 して い る とScaliaは

指 摘 した。

しか も 当時 の"beararms"が"wagewar,serveasasolder,fight"等

の 軍 事 的 な 意 味 を 持 つ 場 合,必 ず"against"と い う前 置 詞 と一 緒 に使 わ れ

て い るの で あ る とScaliaが 説 明 した。

Scaliaは,辞 書 の定 義 を別 に して,"beararms"は 民 兵 に属 す る人 に対

して しか 適 用 しな い と い う よ う な 解 釈 を す る と,最 終 的 に 第2修 正 は,

"th
erighttobeasoldier"「 兵 士 にな る権 利」あ る い は"therighttowage

war"「 戦 争 をす る権 利 」 しか 保 障 しな い と い う こ と にな る。 民 兵 は民 兵 と

して 武 器 を もつ 権 利 が あ るの で,わ ざわ ざ権 利 章 典 で 述 べ る権 利 で はな い

で あ ろ う とScaliaは 考 え た ので あ る。

しか も,Scaliaは 文 法 的 に も この解 釈 を批 判 した。"Beararms"は 軍 事

的 な熟 語(idiomaticmeaning)に 限 定 す る と"keepandbeararms"の

表 現 は文 法 的 に"incoherent"「 支離 滅 裂」でArmsは 同時 に2つ の 異 な っ
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た意 味 と して 使 わ れ て い る こ とに な り,グ ロテ ス クな 使 い 方 だ とScalia

は強 く批 判 した。

更 にScaliaは,反 対 意 見 の 主 張 す る"keepandbeararms"の 軍 事 的 解

釈 を以 下 の よ う に次 々 と打 破 した。

まず,連 邦 政 府 の 法 律 文 献 の 中 で"beararms"と い う表 現 が軍 事 的 な

文 脈 で よ く便 用 され て い た とす るStevensの 反 対 意 見 に対 し,Scaliaは,

確 か に連 邦 政 府 が 政 府 の 機 関 と して軍 隊 と民 兵 制 度 以 外 に"beararms"

を便 用 した文 脈 は他 に は見 当 た らな いが,同 じ法 律 文 献 で"carryarms"

「武 器 を携 行 す る」,"possessarms"「 武 器 を 所 有 す る」,"havearms"「 武

器 を 持 つ 」 と い う軍 事 的 な 意 味 に限 定 され な い 表 現 と と もに 使 わ れ て お

り,"beararms"だ けが 軍 事 的 意 味 に限 定 して 便 用 され て い る と は認 め ら

れ な い と反 論 した。

次 に"beararms"が 個 人 便 用 と い う意 味 で あ る と解 釈 す る例 と して

Scaliaが 挙 げ た 当 時 の 州 憲 法"beararms...forthepurposeofkilling

game"に つ い て,そ れ は 「狩 猟 をす る た め」 に限 定 便 用 され て い る もの だ

と反 論 したStevensに 対 し,ま たScaliaは,こ の 州 憲 法 に お け る"bear

arms"を 反 対 意 見 が 支 持 して い る軍 事 的 意 味 の熟 語 だ と解 釈 す れ ば"the

righttocarryarmsinthemilitiaforthepurposeofkillinggame"「 狩

猟 を 目的 に民 兵 と して 武 器 を 持 つ 権 利 」 と い う表 現 に お きか え る こ と にな

り,常 識 的 に考 え て この よ うな 奇 妙 な 権 利 を 保 障 す る こ とな どな い と,軍

事 的 意 味 の み の 解 釈 を 批 判 した。

ま たStevensが 第2修 正 の 草 案 でJamesMadisonが 提 案 した 「良 心 的

な 反 対 者 」 条 項 ω を 強調 し,戦 争 に反 対 す る人 の 兵 役 義 務 を 免 除 す る条 項

を第2修 正 に 提 案 した こ とはつ ま り"beararms"の 軍 事 的意 味 を 支 持 す

aDこ れ は最終的 に第2修 正 に採用 されなか った。
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る こ と にな る と述 べ た こ と に対 し,Scaliaは 削 除 され た 草 案 を も と に憲 法

を 解 釈 す るの は危 険 だ と注 意 した上 で この 解 釈 を否 定 した 。 「良 心 的 な 反

対 者 」 で あ る ク ェ ー カ ー教 徒 が 戦 争 の 時 だ けで な く自己 防 衛 や 家 族 を 守 る

た め で さえ 暴 力 を 拒 否 す る こ と を例 に,Madisonの 提 案 は い か な る 時 に

も武 器 を 使 用 しな い者 は強 制 的 に招 集 され な い と い う意 味 で あ り,軍 事 的

解 釈 しか も たな い と い う訳 で はな い と述 べ た。

Scaliaは"keepandbeararms"が ま とま った 特 別 な 専 門 用 語("term

ofart")で あ る と い う反 対 意 見 の 主 張 も また 否 定 した 。Stevensは そ れ が

専 門 用 語 で あ る理 由 と して 第2修 正 で"right"が 単 数 形 で使 わ れ て い る,

つ ま りあ る特 別 な 権 利 を 指 して い る こ とを 挙 げ た。 しか しScaliaは,こ

の 主 張 は まず,"keeparms"の 部 分 は 別 個 で読 め ば軍 事 的 な 意 味 が な い

の で都 合 の よ い解 釈 で あ る と批 判 した 。 しか も当 時 の 州 憲 法 の 連 邦 憲 法

も"right"と い う単 数 形 の 単 語 で 多 数 の 権 利 を ま と めて 保 護 す る場 合 も あ

る,そ の 例 と して 第1修 正 の 集 会 及 び請 願 の 自 由("therightofpeople

peaceablytoassemble,andtopetitiontheGovernment_")を 挙 げ た

の で あ る。

こ れ ら に よ り,Scaliaは 第2修 正 の 条 文("allofthesetextual

elements")が 個 人 の武 器 を 携 行 お よ び 所 有 す る権 利 を 保 障 す る と判 断 し

た。 しか も,こ の 条 文 の 解 釈 は歴 史 の 背 景 に よ って も支 持 され て い る と述

べ た。Scaliaは 次 に,歴 史 の背 景 を説 明 した。

まず,第2修 正 の 武 器 を 携 行 及 び 所 有 す る権 利 が 合 衆 国 憲 法(連 邦 憲 法)

の 成 立 以 前 に存 在 した権 利 で あ る(a"pre-existingright")と 強 く強 調 し

た⑮。 実 は武 器 の携 行 及 び所 有 す る権 利 自体 は イ ギ リス の市 民 が17世 紀

Stuart王 家 との 対 立 の 際 に獲 得 した もの で あ っ た。 そ れ は 最 初 か ら国 家

⑮Scaliaはpre-existingと い う単 語 を イ タ リ ッ クで 強 調 した。
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権 力 と対 峙 す る市 民(個 人)の 権 利 で あ っ た。 ま た,イ ギ リス権 利 章 典 の

中で 武 器 の 所 有 権 は イギ リス人 が も って い る も っ と も基 本 的 な 権 利 の ひ と

つ で あ る とい う著 名 な法 学 者Blackstoneの 説 を 引 用 しな が ら,こ の 権 利

は"thenaturalrightofresistanceandself-preservation"「 自然 の 自 己

防 衛 及 び抵 抗 す る権 利 」 も含 め る とScaliaは 述 べ た。

ま た ア メ リカの 植 民 地 時 代 に も武 器 の 携 行 及 び所 有 す る権 利 は,各 植 民

地 で個 人 権 利 と して 理 解 され て い た。 当 時 の イ ギ リス 国 王George皿 が

独 立 以 前 の1760年 代70年 代 の 政 治 摩 擦 で 植 民 地 の 武 器 を 没 収 しよ う と した

際 に,市 民 か ら権 利 の 侵 害 と して 猛 反 対 を 受 け た。

Scaliaは,憲 法 の表 現 ・歴 史 的 背 景 か らみ て 第2修 正 の 後 半 部 は武 器 を

携 行 及 び所 有 す る個 人 の 権 利 を 保 障 す る もの で あ る と結 論 づ け た。

次 に,Scaliaは 前 半 部 を取 り扱 った。

反 対 意 見 に よ る と,こ こで い う民 兵 と は狭 義 的 な 解 釈 が な され,国 会 及

び州 政 府 が 規 制 す る軍 事 的 な部 隊 だ け を さ す。 しか し,Scaliaは 上 訴 裁

判 所 の 判 決 と 同 様 に,前 半 部 の"militia"「 民 兵 」 を 幅 広 く解 釈 し,当

時 の 文 献 と も一 致 す る解 釈 で あ るMiller判 決 を 引 用 し,民 兵 と は"all

malesphysicallycapableofactinginconcertforthecommondefense"

「共 通 防衛 に参 加 で き る す べ て の男 性 」 と定 義 した。

憲 法 の 第 一一章 に お いて も,militiaは 既 に社 会 の 中 に存 在 し,あ え て 陸 軍

や 海 軍 の よ う に 国 会 が 作 る も の で は な い。 憲 法 上 で は,国 会 は 民 兵 を 召

集,及 び組 織 化 す る こ とが で き るが,民 兵 その もの を 作 る権 限 はな いの で

あ る。 国 会 が 組 織 化 す る民 兵 は共 通 防 衛 に参 加 で き る男 性 全 員 で はな く,

た だ その 集 合 体 の 一一部 だ けな の で あ る。Scaliaは この よ うに論 じた。

Scaliaは 前 半 部 の"securityofafreeState"の"State"が 「各 州 」 で

はな く,「国 家 組 織 」で あ る とParker判 決 と 同様 に下 級 裁 判 所 の 反 対 意 見

を否 定 した。
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法 律 学 者 の 文 献 を 引用 しな が ら,"afreeState"の 表 現 は18世 紀 の 専 門

用 語 上 に は"afreecountry"(自 由 の 国家)の 意 味 が あ る と主 張 した 。 憲

法 の 中 で"state"と い う言 葉 に は2つ 以 上 の 意 味 が あ る が,「 各 州 」 を 表

して い る場 合,"eachstate,""severalstates,""anystate,""thatstate"

の よ う に た いて い修 飾 語 が つ け られ て い る。

当時 の 政 治 家 の 理 論 上 で は民 兵 は(各 州 で はな く)国 家 にお け る 自 由権

利 を 保 障 す る た め必 要 で あ っ た とScaliaが 説 明 した。 まず,民 兵 は 当然,

侵 略 や 謀 反 か ら国 を 守 る役 割 が あ る。 ま た,民 兵 を お くこ と に よ り当 時 の

人 々が 不 信 を 抱 いて い た常 備 軍(連 邦 側)が 必 要 な くな る。 そ して,民 衆

が 武 器 の 訓 練 を 受 け組 織 化 され る こ と に よ り,専 制 政 治 を 防 ぐこ とが で き

る。 この 最 後 の 二 つ は連 邦 派 と対 立 した反 連 邦 派 に と って 非 常 に重 要 と さ

れ て い たの で あ る。

Scaliaは 次 に,前 半 部 と後 半 部 と は リ ン ク して い る か ど う か を 確 認 し

た。

それ は前 述 した 当時 の 政 治 や 歴 史 的 背 景 を 鑑 み れ ば,ぴ った り一 致 して

い た。

過 去 に は,独 裁 者 達 が 民 兵 を 廃 止 す るの に,制 度 そ の もの を 禁 じるの で

はな く,た だ 市 民 の 武 器 を 所 有 す る権 利 を 奪 うだ けで あ った 。 当 時 の 議 論

は,市 民 の 武 器 を 所 有 す る権 利 を 保 護 す る こ と は い い か ど うか で は な く

(当 時 の政 治 家 は皆 賛 成 した),憲 法 に制 定 す る必 要 が あ るか が 従 来 の 議 論

で あ っ た(以 前 か ら存 在 して い る特 定 の 権 利 を 憲 法 に列 挙 す れ ば,列 挙 さ

れ て いな い権 利 は留 保 され な いの で はな いか と い う不 安 が あ った 等)。

それ ゆえ,前 半 部 は民 兵 制 度 の 保 護 は第2修 正 の 目的 の ひ とつ と して 述

べ る の が も っ と もだ が,そ の 目的 に制 限 さ れ て い る わ けで は な い の で あ

る。

この 第2修 正 で 述 べ られ て い る権 利 は,民 兵 だ けで はな く個 人 権 利 で あ
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る と い う解 釈 の 根 拠 と して,Scaliaは 武 器 の 権 利 を 保 護 した州 憲 法 や 法 学

者 の 論 説 や 判 例 法 を 取 り上 げ た。

独 立 宣 言 か ら権 利 章 典 の 批 准 まで,4つ の 州 は武 器 に関 す る州 憲 法 の 条

項 を取 り入 れ て い る。 その 中で ペ ン シル ベ ニ ア州 とバ ー モ ン ト州 と は軍 隊

と関 係 な く個 人 の 武 器 を 所 有 す る権 利 を 保 護 して い る。 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ

州 と ジ ョー ジア 州 と は民 兵 で は な く"thepeople"の 武 器 を持 つ権 利 を 保

護 。 さ らに,権 利 章 典 が 批 准 され た1789年 か ら1820年 の 間 に9つ の 州 で 民

兵 で はな く"thepeople"(市 民 た ち)あ るい は"eachcitizen"「 各 市 民 」

が 個 人 や 州 の 防 衛 の た めの 武 器 を 所 有 す る権 利 が な ん らか の 形 で 州 憲 法 の

中で 保 護 され て い る。 も し,反 対 意 見 の 解 釈 が 正 しいの で あれ ば,連 邦 憲

法 だ けが 例 外 にな るの で あ る。

ま た,当 時 の法 学 者 の論 説 も 自分 と同 じ解 釈 で あ る とScaliaは 述 べ,代

表 的 な3人 の 法 学 者 の 論 説 を 例 に挙 げて 説 明 した。

さ らに,南 北 戦 争 の前 に起 き た カ ンザ ス州 の"BleedingKansas"(奴 隷

制 度 に関 す る 内戦 状 態)の 際 に奴 隷 制 度 の 拡 大 に反 対 した人 が 武 器 を 持 つ

権 利 を主 張 した例 や 南 北 戦 争 の 後 に 白人 優 越 主 義 か ら黒 人 を 守 ろ う と して

黒 人 の 武 器 を所 有 す る権 利 を 主 張 した政 治 家 の 有 名 な 演 説 も引 用 して,昔

か ら第2修 正 は個 人 の 権 利 と して 取 り扱 わ れ て い た とScaliaは 説 明 した。

Scaliaに よ る と,第2修 正 の個 人 権 利 の解 釈 は,最 高 裁 が 下 した第2修

正 に関 わ る先 例 に反 す る もの で はな い。

まず,重 要 な 判 例 の 中でScaliaはUnitedStatesv.Cruikshankを 取 り

扱 っ た⑯。 そ の事 件 は 黒 人 の 武 器 所 有 及 び 携 行 す る権 利 を剥 奪 した 白人 の

有 罪 判 決 を 最 高 裁 が 覆 した もの で あ っ たが,第2修 正 は個 人 が 個 人 権 利 を

侵 害 す るか ど うか に は適 用 しな い,つ ま り連 邦 政 府 が 個 人 の 権 利 を 侵 す こ

a6>UnitedStatesv.Cruikshank,92U.S.542(1876).
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と に 対 して 適 用 す る もの で あ る と最 高 裁 が判 断 した もの で あ る と説 明 し

た。Cruikshankに お い て第2修 正 の 解 説 は少 な く,あ え て どち らか と い

う と個 人 権 利 の 解 釈 を 支 持 して い る もの で あ っ た。 な ぜ か と い う と,黒 人

の 奪 わ れ た権 利(武 器 所 有 及 び携 行)は 民 兵 制 度(集 団 権 利)と はな に も

関 係 が な か った。Cruikshank事 件 の 一一年 前 に地 元 の民 兵 は,州 の 知 事 に

よ って 既 に解 隊 され て い たの で あ る。

次 に,Presserv.Illinoisの 先 例 を取 り扱 った⑰。 最 高 裁 のPresser判 決

で は,人 々が 許 可 な く集 合 し武 器 を も って 演 習 を す る こ とを 禁 じる州 法 は

第2修 正 に反 しな い とい う もの で あ っ た。Stevens反 対 意 見 は これ を 武 器

所 有 は民 兵 に制 限 され て い た例 で あ る と解 釈 したが,Scaliaは,そ の 解 釈

は広 す ぎ る と斥 け た 。Presser判 決 は,個 人 の 武 器 所 有 及 び携 行 の 問 題 で

はな く,非 政 府 の 準 軍 事 的 組 織("privateparamilitaryorganizations")

の 制 約 が 第2修 正 に反 しな い と い うだ けで あ る と した。

取 り扱 っ た先 例 の 中で 一一番 重 要 で あ っ たの はUnitedStatesv.Miller判

決 で あ る。 前 述 した よ うにHeller事 件 で は原 告 側 ・被 告 側 と もにMiller

判 決 を 参 考 に して 自 らの 第2修 正 の 解 釈 を 主 張 した。 実 は,Miller判 決 の

焦 点 は被 告 人 の 武 器 使 用 目的(個 人 使 用 か 団 体 使 用 か)で はな く,武 器 の

種 類 で あ っ た。

しか しScaliaは,Miller判 決 は個 人 権 利 の 解 釈 を基 本 的 に支 持 して い

る と説 明 した。Miller判 決 は第2修 正 が民 兵 に属 して い る人 の権 利(集 団

権 利)し か 保 護 して いな いの で あれ ば,単 に被 告 人 二 人 が 民 兵 に属 して い

な い と い う指 摘 だ けで す ん だ はず だ か らで あ る。

ま たScaliaは,Miller判 決 で は 第2修 正 が あ る種 類 の 武 器 に対 して し

か 適 用 しな い と解 釈 して い る と考 え た。 これ は一般 市 民 が 通 常 に 自分 が 備

⑰Presserv.Illinois,116U.S.252,6S.Ct.580(1885).
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える武器であるとScaliaが 述べた。

植民地及び独立戦争時代において,民 兵で使われた武器と自己防衛で使

われた武器は同一一であった。これによって第2修 正の後半部は前半部の目

的につながるのだとScaliaは 説明 した。

第2修 正では,一 般 市民が合法的な目的のためには通常使用 しない武器

(銃身の切 りとられたショットガン/散 弾銃)は 保護 しない,ま た,そ の

ような違法に使用される武器の種類の制限も禁 じないが,先 例や歴史的な

背景によって,第2修 正は個人の武器の所有及び携行する権利を妨げない

と判断 した。

判決の妥当性

第2修 正 の 内 容 に つ い て の 解 説 の 後,Scaliaは 本 件 の 法 律 を 取 り扱 っ

た。 主 にScaliaは 次 の よ うに ま と め た。

自 己防 衛 権 は第2修 正 の 基 軸 で あ る。 自 己防 衛 は 自 己や 家 族 や 自 己の 財

産 を守 る最 た る場 所 で あ る 自宅 に まで 当然 及 ぶ 。 第2修 正 は権 利 章 典 で 列

挙 され た権 利(enumeratedright)の 一 つ で あ る。 ゆ え に,ど ん な 基 準 を

適 用 して も家 や 家 族 を 守 る こ とを 禁 止 す る ワ シ ン トンD.C.の 銃 規 制 は違

憲 で あ る。

Scaliaは,ラ イ フル 銃 や散 弾 銃(longguns)を 認 め るの で 拳 銃 を 禁 止

す る こ とが で き る と い う ワ シ ン トンD.C.の 主 張 を 斥 け た。

人 々が ラ イ フル 銃 や 散 弾 銃 よ り拳 銃 を 好 む の に は,い ろ い ろ理 由が あ る

で あ ろ う(保 管 の 容 易 さ ・緊 急 時 にす ぐ出せ る こ と ・ラ イ フル 銃 や 散 弾 銃

よ り奪 わ れ に くい こ と ・上 半 身 の 弱 い人 の 使 いや す さ ・片 手 で 拳 銃 を も っ

て,一 方 で 警 察 に連 絡 で き る こ と等)が,い ず れ にせ よ人 々 は ラ イ フル 銃

や 散 弾 銃 よ りも使 い易 い拳 銃 を 圧 倒 的 に よ くえ らん で お り,自 己防 衛 を 目
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的としたそれを完全に禁止するのは違憲であるとScaliaは 述べた。

同じように,ワ シントンD.C.の 解体 した状態で保存する条件 も,「自己

防衛のための使用」ができな くなるので,違 憲であるとした。

最後にScaliaは,ア メリカ社会での銃 に関わる暴力問題は十分理解 し

ていると述べた。この対策 としての合理的な規制は違憲ではない。 しか

し,第2修 正は権利章典の権利の一一つとして,例 えば自己防衛のために銃

をもつのを禁止とするような政策の選択は除外される。

現在のアメリカでは常備軍は当然の存在であり,ま た当然警察は市民を

守るので第2修 正はすでに時代錯誤であると主張する人もいる。それに対

して,そ の議論をする余地はあるが,最 高裁は本件において第2修 正を削

除する役割ではないと結論を出した。

コ メ ン ト

法律の解釈の説明の中で このような憲法の問題(個 人権利か集団権利

か)が こんなに長い間解決されないのを不思議に思う人は少な くないであ

ろう。 しか し,第2修 正に関するこのような事件が具体的な形で最高裁に

至っていないのにはわけがある。それはアメリカ法史上,権 利章典は州政

府には及ばないと解釈されていたからだとScaliaは 説明 した。第1修 正

の表現の自由が初めて適用すると最高裁が判断 したのは1931年 であり,国

教設立禁止条項で法律を無効にしたのは第2次 世界大戦後の1948年 であ

る。

本件において,第2修 正に関する基本的な問題の一つは,州 政府に対 し

て適用するかどうかであった。勿論,Heller判 決はワシントンD.C.(コ ロ

ンビア特別区)が 被告であって,州 ではない。が,Heller判 決における第

2修 正 「基本権利」の解釈に対 しワシン トンD.C.の 完全銃禁止はその基
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本 権 利 で あ る 自 己防 衛 の 侵 害 と判 断 され た こ とか ら,も し州 政 府 が 銃 の 所

有 を完 全 に禁 じれ ば,同 様 に違 憲 にな る と言 え るで あ ろ う。

現 在 最 高 裁 は まだ その 問 題 を 検 討 す る姿 勢 を 示 して いな いが,下 級 連 邦

裁 判 所 で は 既 に そ の 問 題 を 取 り 扱 っ て い る。 例 え ば,NationalRifle

Associationv.CityofChicago事 件 で 連 邦 上 訴 裁 判 所(第7巡 回 区)が

2009年6月2日 に イ リノ イ州 の銃 を禁 じる法 律 を支 持 した た め,NRA(全

米 ラ イ フル 協 会)は 第2修 正 が14修 正 の デ ュ ー プ ロセ ス条 項 を 通 じて 州 政

府 に適 用 す る(incorporation)と 主 張 し最 高 裁 に上 訴 す る と発 表 したq8)。

ま た,2009年4月20日Nordykev.King事 件 で連 邦上 訴 裁判 所(第9巡

回 区)は 銃 や 弾 薬 を 郡 施 設 内 で 所 持 す る こ と を 禁 止 す る の は 合 憲 で あ る

が,第2修 正 は州 政 府 に適 用 す る とい う判 断 を 示 した⑲。 と ころ が 一 方,

連 邦 上 訴 裁 判 所(第2巡 回 区)のMaloneyv.Rice判 決(2009.1.28)で は

第2修 正 が 州 政 府 に は及 ばな い と い う相 反 す る判 断 を 下 して い る⑳。

連 邦 上 訴 裁 判 所 の 巡 回 区 間 に お いて も こ う した解 釈 の 分 裂 が あ るの で,

今 後 連 邦 最 高 裁 判 所 が この 問 題 を 取 り扱 う可 能 性 は十 分 考 え られ る。

Heller判 決 の後,も う一 つ の基 本 的 な 問題 は,こ れ か らの 合 理 的 な 規 制

で あ ろ う。

Scaliaは 判 決 の 中 で 深 く述 べ な か っ た が 本 件 は既 に 存 在 す る 重 罪 者

(felon)等 に対 して の 銃 所 有 や 特 定 の 危 険 な場 所 で の銃 禁止 の よ うな 「合

理 的 な 制 限 」(reasonablerestrictions)に は触 れ て は いな い。

法 律 学 者CassSunsteinは,今 後 最 高 裁 は極 端 な 銃 の 権 利 を 制 限 す る法

律(非 合 理 的 な 制 限)は 無 効 にす るで あ ろ うが,そ れ 以 外 の 制 限 は非 常 に

q8>NationalRifleAssociationv.CityofChicago(CircuitdocketO8-

4241),(SupremeCourtdocketO8-1497).

q9>Nordykev.King,563F.3d439(9thCir.2009).

⑳Maloneyv.Rice(CircuitdocketO7-0581).
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ゆ る や か な基 準 を 設 定 す る で あ ろ う と推 測 した(21)。前 述 した よ う に,最 高

裁 に は ま だ 及 ん で い な い が,下 級 裁 判 所 で はHeller判 決 後 この 解 釈 を 基

準 と して い る よ うで あ る四。

UnitedStatesv.Dorosan事 件 で 連 邦 地 方 裁 判 所(ル イ ジ ア ナ東 部 地 方

裁 判)は 連 邦 領 土 内の 郵 便 局 あ る い は その 駐 車 場 で の 武 器 所 有 を 禁 止 す る

法 律 を 支 持 した。(2008.6.30)㈱

UnitedStatesv.Walters事 件 で 連 邦 地 方 裁 判 所(バ ー ジ ンア イ ラ ン ド

地 方 裁 判 所)は 「学 校 の 敷 地 」(SchoolZone)の1,000フ ィ ー ト(約300メ ー

トル)以 内で の 銃 所 有 ・携 行 を 禁 止 す る法 律 を 支 持 した。(2008.6.15)⑳

UnitedStatesv.Hall事 件 で連 邦 地 方 裁 判 所(ウ ェ ス トバ ー ジニ ア南 部

地 方 裁 判 所)は,免 許 な し武 器 の 隠 し携 行 を禁 止 す る法 律 を 支 持 した 。

(2008.8.4)⑳

UnitedStatesv.Booker事 件 で連 邦地 方 裁 判 所(メ ー ン地 方 裁 判 所)は,

過 去 に軽 犯 罪 レベ ル の(misdemeanor)家 庭 内暴 力(domesticviolence)

で 有 罪 判 決 を 受 け た 人 が 銃 を 所 有 す る の を 禁 止 す る法 律 を 支 持 した 。

(2008.8.11)tzo

UnitedStatesv.Boffil-Rivera事 件 で連 邦 地 方 裁 判 所(フ ロ リダ南 部 地

方 裁 判 所)は,不 法 入 国者 の 銃 の 所 有 を 禁 止 す る法 律 を支 持 した 。(2008.

8.12)⑳

(2DCassR.Sunstein,SecondAmendmentMinimalism'Hθ 〃erasGriswold,

122HARv.L.REv.246(2008).

⑳AdamWinkler,He〃e〆 ∫Catch22,56UCLAL.REv.No.09-10(2009).

㈱UnitedStatesv.Dorosan,No.08-042(ED.La.June30,2008).

⑳UnitedStatesv.Walters,(D.V.1.2008-31).

⑳UnitedStatesv.Hall,No.2:08-00006(S.D.W.Va.Aug.4,2008).

⑳UnitedStatesv.Booker,570F.Supp.2d161(D.Me.2008).

⑳UnitedStatesv.Boffil-Rivera,No.08-20437(S.D.Fla.Aug.12,

2008).
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UnitedStatesv.Artez事 件 で 連 邦 上 訴 裁 判 所(第10巡 回 区)は,未

登 録 の 銃 身 が 切 り取 られ た 散 弾 銃 の 所 有 を 禁 止 す る法 律 を 支 持 し た。

(2008.8.29)pm

UnitedStatesv.Heredia-Mendoza事 件 で 連 邦 地 方 裁 判 所(ワ シ ン トン

西 部 地 方 裁 判 所)は,暴 力 的 犯 罪 あ る い は 麻 薬 売 買 犯 罪 に銃 使 用 が と も

な っ た場 合 は よ り重 い 刑 罰 を定 め る法 律 を 支 持 した働。 こ こで は上 訴 裁 判

所 は被 告 人 の 「自 己防 衛 」 の 主 張 を 斥 け た。(2008.11.18)

さ らに最 新 の第2修 正 関連 の 裁 判 と して,UnitedStatesv.Tagg事 件

で 連 邦 上 訴 裁 判 所(第11巡 回 区)は,パ イ プ爆 弾 はfirearm(火 器)と し

て 定 義 され,第2修 正 に お け る 自 己防 衛 の 為 の 武 器 と は認 め られ な い と い

う判 決 を下 した。(2009.6.30)BD)

これ らの 判 例 で 見 え る よ う に,下 級 裁 判 所 は 「合 理 的 な 制 限 」 の 解 釈 は

大 き く変 え て い な い が,第2修 正 に 関 わ る判 決 はHeller判 決 以 降 着 実 に

増 え て い る。 前 述 した よ う に まだ 解 決 され て いな い問 題 も残 って い る こ と

か らも,長 い間 眠 って い た合 衆 国 憲 法 第2修 正 は今 後 よ り一層 多 く深 くさ

ま ざ まな 判 決 の 解 釈 の 対 象 とな るで あ ろ う。

([28)UnitedStatesv.Artez,290Fed.App'x203(10thCir.2008).

⑳UnitedStatesv.Heredia-Mendoza,No.CRO8-5125(W.D.Wash.

Nov.18,2008).

⑳UnitedStatesv.Tagg,21Fla.L.WeeklyFed.C1976(11thCir

2009).
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